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資料４．協議議事録

○12月８日(火)　ＤＬＨ

　先方：ＤＬＨ　バイラーク副総裁、エトキン課長、ユリア女史

１．調査内容

　・本調査はＤＬＨだけでなくＳＰＯにも重要な調査である。

　・開発調査はフィリオス、マルマラ海に続くものであるが、これらと違い特定の港を対象とす

るのでなく、沿岸のすべての港を含む、GENERAL PROJECTと理解している。港湾に関し一

般的なポリシーを作成することは重要なことである。

　・ＴＯＲはＳＰＯと合意したものであり、調査にはＳＰＯも参加する。

　・調査内容に関しては、国際及び国内に対する港湾の整備投資効果を分析してもらいたい。

　・なお、PRIORITY PROJECTに関しては、未だアイデア段階のものではあるが、ＳＰＯと合意

しているリストを作成しており、今日用意している（資料を入手）

　・今回のＳ／Ｗ案にはＭ／Ｐ、Ｆ／Ｓは含まれてはいないが、まず現有施設のキャパシティ－

を評価し、将来需要を把握したうえで、必要な将来の投資額を算出してもらいたい。

２．港湾セクターに対する民間資金参加

　・民間活力の利用は大切なことであり、ＧＥＭ　ＰＯＲＴとイスタンブールの近くの港の２港

が大きな民間港である。

　・また、ＢＯＴも進めており、現在デリンジェ港が契約文書も作成し、入札手続き中。オース

トラリアとトルコのJVが予定されている。また、フィリオス港に関しては、鉄鋼会社である

カーデミッシュと来週サインする予定である。

　・また、ＴＤＩはテキルダなど５港を既に民営化している

　・ただし、ＴＣＤＤは民営化を進める意向はない

　・民営化に関しては、総理府の民営化庁がすべての民営化をコントロールしている

３．港湾統計

　・港湾統計に関しては、ＳＩＳ（STATE INSTITUTES OF STATISTICS）と海事庁（MARITIME

AFFAURS OFFICE）が行っており、マルマラ海調査の提言にあるとおり、一元化されていな

い。しかし、ＤＬＨはＭＯＴの組織であり、一方、これらは総理府の組織であり、ＭＯＴの

管理下の組織ではない。

４．港湾の長期政策

　・1983～1993年までの10カ年計画として、TRANSPORTATION　Ｍ／ＰがＳＰＯにより作成

された。また、その一部をなすものとして、NATIOWIDE PORT　Ｍ／Ｐが世銀の協力によ

り作成されたが、それ以降ブランクがある。

以上

－77－



○12月８日（火）　ＭＯＴ

　　同席：UNDERSECRETARY SUREYYA YUCEL OZDEN

　　　　　DEPUTY UNDERSECRETARY TOLGA AKGUN

　　　　　ＤＬＨ　副総裁　バイラーク氏

・本調査に関しては新港のプロジェクトなども提案されるのだろうか

←　需要予測の結果と、現有施設のキャパシティー次第で提案が行われる。

・また、港湾の荷役などについて民営化は重要な事項であり、どんどん促進すべきと考えてい

る。これに関する提言は行われるのか

←　どの種類の港も、民営化されればいいというわけではなく、適性を分析し、調査の中でガ

イドラインを提言したい。

・いうとおり、すべてが民営化できるわけではない、特に、港は海と陸の交通の結節点であり、

背後圏を持っている。

　適性を見て民営化すべきと考える。
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○12月８日（火） 国家計画庁（State Planning Organization, SPO）表敬

　ＳＰＯ：Ms. Tulin CANDIR, Sector Responsible
Mr. Serdinc YILMAZ

Mrs. Sedef YAVUZ

奥村団長：挨拶

　Ｃ：トルコにおいて港湾、交通等のマスタープランが必要性である。

　　　次期５カ年計画が2001年より始まり、1998年より計画をしているところで、次期５カ年

のインフラ整備計画が与えられる。イスケンダルンが明記されるかもしれない。

　　マクロ的な情報（新しいデータ）はどんどんさしあげる。

［S/Wについて]

　Ｃ：基本的には同意する。

　　　M/Pに対してはダイナミックな計画でなければいけない（ストーリーが明確で長期的継続

性がありレビューでされるもの）。

　　　明日のＤＬＨと議論に参加するが、ポイントは民営化である。

　　　ステアリングコミッティーの設置については、ＤＬＨが議長ということで参加はする。参

加は他にＴＣＤＤ、ＴＤＩ、チャンバー オブ シッピング、 海事庁、財務庁が適当。

Ｑ／Ｎについて

Ⅰ．全国の開発プロジェクトの計画と進捗状況

　　現在重要な計画は、デリンジェ、テキルダ（既に民営化）メリシンである。

　Ⅱ．５カ年計画について

　　１．５カ年計画の基本方針

　　　　メインポートの配置は最良でありマルマラのハイデルパシャのように今の港に新ターミ

ナルを建設することを優先するような拡張が重要である。

　　２．スケジュールは2005年から

　　３．港湾の整備との関係

　Ⅲ．トルコ主要港湾の概要と課題

　　１．優先度 コメントなし

　　２．港湾統計管理の現状と課題

　　　　統計は、Maritime Affairs Agencyが持っているが十分でない。

　　３．港湾計画のオーソライズの手続きは無い

　　４．港湾運営の方針

　　　　民営化、管理の合理化が必要
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　　５．民営化の考え方

　　　　民営化についてはまだ条件が十分でない。ハブポートについては民間では無理だろう。

＜ＢＯＴの動向＞

　デリンジェは入札中（1999年～）

　テキルダの拡張計画がある。

＜民間の認可について＞

　個々については、民間港が公共事業省（Ministry of public-works）に申請する。MOT

や環境庁等に合議をとる（オペレーションはMaritime Affairs Agency）

　　６．港湾における環境問題

　　　　新規投資は環境庁が環境影響調査を審査する。拡張の場合は環境庁の地方局が行う。

その他一般的なコメント

　計画方針としては今の港の能力を最大限に活用するのが良いと考える。

　今回の調査のスケジュール→12カ月で十分と考える（調査団回答）

　５カ年計画策定作業とのリンクは

　　→来年の年明けから関係者を集めたミーティングが始まる。

　　・５カ年は2000年夏から始まる。

　　・港湾は来年の秋から

　　・ＪＩＣＡ調査は来年の春から

　お互いのスケジュールを調整し協力して行きたい。

その他

　イズミール浚渫の円借款についてはとてもショックを感じる（事情を説明）。

　ＪＩＣＡ、ＯＥＣＦの関係について質問（違いを説明）。

　Ｓ／ＷのサイナーはＤＬＨが適当であり、ＳＰＯはサインしない。

　ステアリングコミッティーには参加する。
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○12月９日（水）　ＤＬＨ：バイラーク副総裁、エトキン課長、ユリア女史

１．ＭＯＴの関与

　・ＴＣＤＤ、ＴＤＩともに1995年まではＭＯＴの管理下にあった。

　・その後、ＴＤＩは完全に独立し、現在は以下の港を民営移管し、現在は貨物を扱わない小規

模な埠頭を管理している。

　　民営済み港湾：テキルダ、コパ、ギレソン、トラブゾン、アンタリア、リゼの６港

　・ＴＣＤＤは未だＭＯＴの管理であり、鉄道と連結される大規模な港を管理し、民営化は行わ

れていない。

２．ＢＯＴ

　・ＢＯＴに関しては、基本的計画をＤＬＨが作成した上で、応札者を募集する。

　・応札者の選定には一定の基準があり、例えばヨットハーバーの場合は

　　①　財政的に健全であること

　　②　開発の実績があること

　　③　運営の実績があること

　　④　ホテル経営の実績があること

　　などが条件となる。

　・また、応札者の提案はＤＬＨにより審査される。

３．トルコ国の主要な開発計画（運輸関係）

　①　鉄道

　　・アンカラ～イスタンブール間の路線のショートカット（アンカラからの一部区間は既に建

設ずみ）

　　・アンタリヤへの路線整備（ＢＯＴを予定）

　　・その他、国内主要路線のショートカット

　　・ボスポラス海峡の海底トンネルの整備などを含む、ブルガリア～グルジア間の鉄道輸送ル

ートの確保

　②　道路

　　・鉄道と同様、アジアとヨーロッパを結ぶ回廊の一部としての道路整備（黒海沿岸道路の２

車線化）

　③　空港

　　・輸送能力増強（５千万人／年→８千万／年）
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　④　ＧＡＰプロジェクト（南アナトリア開発計画）

　　・地域開発の遅れた南アナトリア地域において、水力発電所の建設と、水資源の確保、灌漑

施設の充実と農業開発を行うもの。

　　・これにより港湾としてはメリシン、イスケンダルンが重要な役割を果たすこととなる。

４．５カ年計画と港湾プロジェクトの関係

　　・５カ年計画では各省庁より担当者が集まり、そのポリシーやプロジェクトリストが議論さ

れる。

　　・ＤＬＨの場合、港湾部門ではエトキン課長が出席し、プロジェクトコストも提出するが、

最終的には５カ年計画にはプロジェクトコストは入らない。

　　・各プロジェクトの予算は毎年年度毎に別途の委員会で決められる。

５．港湾開発の基本と優先度

＜開発の基本：フィリオス港＞

　・同港が位置するゾングルダックでは石炭採掘が重要な産業であるが、その石炭産業が廃止さ

れることとなった。

　・そのため、安全な職場環境と地域の雇用の安定を図るため、工業団地（鉄鋼産業）を整備す

ることとなった。

　・このプロジェクトはＧＡＰプロジェクトと同様、港と地域開発をドッキングさせたものであ

る。

＜開発の優先度＞

　・配布されたOUTVIEW OF EXISTING AND HUTURE  TURKISH PORT INFRASTRUCTURE

SYSYTEM WITHIN THE INTERNATIONAL COMBINED TRANSPORTが基本と考えているが、

将来の需要や現状施設の容量については詳細な検討が必要であり､ＤＬＨとしても､今回のＪ

ＩＣＡの調査で、分析をしてもらいたい。

＜民間開発に対する規制の必要性＞

　・また、民間施設は特にテキルダ～イスタンブール間の海岸に多い、その多くは小型船やプレ

ジャーボートなどの係留用のものであり、環境保護の観点からの規制及びポリシーが必要と

考える。また、同様の施設はトルコ国の南東地域（エーゲ海沿岸）にも多くみられる。

　・ＭＯＴの場合、運輸・観光・農業の３つの部局に分かれており、ヨットハーバーは観光部局

の管轄となる。

６．港湾統計の現状

　・港湾統計は一元的に海事局（UNDERSECRETARIAT OF MARITIME AFFAIRS）が窓口であり、
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ＤＬＨはコピーをもらっている。

　・海事局は各地方に支局をもち、民間港を含む港湾の運営に関する許可を発行している。各種

統計（民間港含む）についても同様に各支局からの情報が集められる。

７．管理運営の方針

　ＴＣＤＤ／ＴＤＩが管理運営をし建設はＤＬＨ、運営主体はMOTのＢＯＡＲＤで決められる。

　ギレソンは1995年に民営化されたが、防波堤はＤＬＨで建設している。

　税金の徴収については良く判らない。料金や収入は各施設毎で取り滞船の場合ポートオーソリ

ティーが利用者にペイバックしている。

　フィリオスの資料は後で提供する。

８．民営化の方針

(1) 民間港承認の考え方

　　　第一段階として事業者がＥＩＡを行った後、自治体を通じて公共事業省が決裁を行う。そ

の際にMOTにも合議がありMOTは合意的なコメントをする時もあるし、計画を止めたこと

もある。民間港は公共港をサポートするのが基本と考えているので、公共と競合する場合は

ストップさせる。

　また、第二段階として設計案がＤＬＨにあがり審査が行われ最終的に海事局よりライセン

スがおりる。

(2) BOTについて

　　　すべてBOT方式でその他の方式は取っていない。なぜなら、トルコ国では海岸線はすべて

公共のものであり民間業者に所有させることはないためＢＯＯという形態は存在しない。

　　　BOTのコンテナターミナルで成功している例はいまだない。１番目がフィリオス、２番目

がデリンジェとなる。

９．環境問題

・環境省が審査

・トルコで問題となるのは、ウミガメと遺跡

・また、イズミールでは工業廃水に含まれる重金属が海底土砂に堆積している。
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○12月10日（木）TCDD  14：10

　　Mr. Unkur GURSES, Head of Port Dep

（資料の入手）

　TURKISH PORTS 　1993年までの版

　PORT OF IZUMIR, HAYDARPASA, MERSIN, SAMSUN, DERINCE, BANDIRMA

　の1998年版（最新版）

（訪問内容）

　調査の説明とステアリングコミッティーへの参加

　最新データーの入手

　最新組織図の入手

　ＭＯＴとＴＣＤＤの違い

１．ステアリングコミッティーの参加ＯＫ

２．民営化の考え

　　ＴＤＩの港は小さく、ＴＣＤＤの港は規模が大きい。キャパシティーの違いがあり民営化は

必要ない。

　　民営化できる部門は、メンテナンス、サービス、ハンドリングの部分だと個人的に考える。

　　イズミールでは荷役作業の民営化を行っている。

３．鉄道と港湾の財政上のバランス

　　鉄道はコストがかかり利益は少なく、港湾は利益が大きい。これまで別々だったが、1998

年より合算し、今年はマイナスになりそうである。

４．鉄道部門の民営化

　　ヨーロッパの民営化の情報を集め勉強中。

５．マルチモーダルについて

　　コンスタンツェからサムソンへ鉄道がつながっている。

６．料金

　　タリフは個々の港毎違っているが、全体は本部で決定しており、料金表は本部にある。

８．ＴＯＤＤとＭＯＴ

　　予算はＭＯＴからの補助なし、予算計画はＭＯＴを通じてＳＰＯから認可を得る。

　　オペレーションはＴＣＤＤ、新規投資はＤＬＨが責任を持つ。

　　ＭＯＴの担当はdeputy undersecretary
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○12月10日（木）　環境省

　Mr. Ufuk KUCUKAY

トルコの港湾の環境問題について

１．２つの問題がある、

　①　海洋汚染

　　・船舶からのヴィルジ、生活排水

　　・船舶からの不法投棄

　　・ゴミの収集

　②　オイルフェンスの保有等の予防計画（Contingency Plan）がない。

　　・保安庁は、機材がない。油回収船は２隻。

　地域的に問題はイスタンブール周辺とダーダブルにある。

２．港の建設に関して問題は

　予防施設（preservation）がない（オイルフェンス、処理施設等のことと思われる）。

３．水質等に関して

　環境は新しい組織でありモニタリングの人材がない。

　海水の汚染は新しい問題であり、地中海アクションプランに基づき大学に委託し調査（勉強）

している。

　イズミールでは、Ｃクオリティーが港湾、あとの地域はＡである。

４．港湾分野への希望

　・環境省の基準はあるが権限はない。

　・利益を優先して、我々の意見を聴こうとしない。公共より民間のほうが要望に従う。

－85－



○12月11日（金）　ＤＬＨ

　　ＤＬＨエトキン課長

・ＤＬＨは基本的にはクレーンや上屋など建設できるが、実際は投資計画実行にはＳＰＯの許

可が必要であり、さらに、ＴＣＤＤなどの管理主体と協議してどちらが建設するかを決める。

ただし、管理施設は管理主体で建設する。

・また、対象港もＴＣＤＤ港湾だけでなく、自治体の管理する港湾であっても、同様の協議を経

て建設主体が決められる。
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○12月11日（金）　ＳＩＳ

　　ＴＵＬＩＮ　ＡＬＰＩＭＡＮ　CHIEF　of　DIVISION　他

・港湾に関する統計は今年まで海運局とＳＩＳのものが２つ存在し、内容・数値に違いがあ

ったが、1998年版より一元化される。

・ＳＩＳの統計のうち、中小の港湾はOTHERSという扱いであるが、その内訳はある。他の部局

が算出するが、本格調査で必要であれば、算出を依頼する。

・貨物統計のの中でANIMAL（HEAD）とあるのは家畜であり、頭数を記載している。

　なお、同女史ほかＳＩＳのスタッフは非常に協力的で、本格調査の協力を約束した。
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○12月11日（金）　海事局

　　SULELYMAN　BAYAR

・ＳＩＳと統計内容が違っていたのは、ＳＩＳは今まで暫定値を使い、同局は最終確定値を

使っていたため。

・１カ月まえより、67港の港とオンラインシステムを作り、速やかに確定値が把握できるため、

統計を一元化することになった（67港のリストを入手。民間港も含む）。

・また従来は主要港湾周辺の港もデータも、一つの主要港湾の値として扱っており、区別をつけ

ていなかったが、これからは区別可能となった。

・また、すべての港湾施設（専用、民間含む）の施設概要は所有している（リストを入手）。た

だし、レイアウトは海事局の地方支局でないと把握していない。それらが本格調査で必要なら

ば、作業はするので、要請してほしい。

（現在作成済みのものを入手）
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○12月11日（金）　民営化庁

　　Head of project grope O.KAGAN SEHIRLIOGLU

・同組織は1995年に設立されたもので、民営化の契約などを担当している。

・ただし、民営化するか否かは、担当省庁が決めるものであり、その後、同庁が民営化の手続き、

契約を行う。

・港湾セクターは貨物取り扱い可能量でいえば10％程度しか民営化されていないが、交通セクタ

ーでは他の分野は民営化されていない。トルコ国では農業、ミルク精製、セメント、電気通信、

鉱業、石油産業（配分分野）が民営化されている。

・現在はＴＤＩは１つの港の民営化がここ１年間に行われ、順調であり、問題は少ない方。

・個人的にはＴＣＤＤに民営化も必要と考えるが、業績が良好であり、民営化の動向は無い。港

の民営化は比較的規模の小さい港から始めている。

・ＴＤＩに民営化とはコンセッション契約であり（38年間）、施設はＴＤＩが保有したままとな

る。

・現在は７つの港が、５つの会社（運輸省関係の法人）が運営している。施設の拡張の場合は、

ＭＯＴの許可が必要

　となる。ただし、災害などで重要な施設（防波堤など）が被災した場合は、条件に応じ国が支

援することが条件にうたわれている。

・ＢＯＴについてはノータッチ

・港の民営化の細かい条件については、現在関係省庁と調整中
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○12月12日（土）　イズミール港

ＤＬＨ　６TH　メリー氏（PORT ENGINEER）、ＴＣＤＤ ＥＲＫＡＹＡ氏（PORT MANAGER）

＜ＤＬＨ＞

　・イズミールは12あるＤＬＨの地方局の内の１つでの管轄で、同局はチャナッカレからフェィ

エの間を管轄している。来年は管轄の一部変更も予定されている。

　・港湾の現場（HEAD　OFFICE）は現在、イズミールの他マルマリス、チャナッカレ、チェ

シメの３つである。

　・イズミールには150人がおり、うち60人が港湾関係。

＜イズミール港＞

　・現在コンテナバース増設のための計画を策定中で今年いっぱいで作成する（一応の目標

年次は2010年頃）。

　・港の容量は600万トンでコンテナの能力が不足するため、現在3400ｍのバースを6000ｍと

し、一般雑貨1000万トン、コンテナ80万ＴＥＵとする計画である。（計画図を入手）

　・しかしながら、航路（現在10ｍ）のものを12ｍに増深する計画はＯＥＣＦのローンが得ら

れなかった（注：重金属が海底土砂に含まれており、その処理方法が不十分といううこと）。

浚渫土砂で埋立を行う予定だったため、コストは今のところ不明。

＜管理運営＞

　・タリフはＴＣＤＤ本部が決定するが、原案は各港で作る。

　・建設区分は舗装までＤＬＨで、荷役機械はＴＣＤＤ。現在はガントリークレーン４基、トッ

プリフター（５段積み可能）が17基、トランステナー11基（ヤードでは３段までコンテナ

と積んでいた）。

　・荷役機械の職員はＴＣＤＤであるが、コンテナハンドリングやバニング作業の一部を民間に

委託（理由はスタッフの不足）しているとのことであるが、ハイデルパシャ港と比較しても

目立った民間委託は行われていない模様であった。

　・その他タグやパイロットサービス、綱取りなどはすべてＴＣＤＤで行い、職員は750人（う

ち50人が荷役機器の操作）。

　・ガントリークレーンの能力は１時間当たり最低で25個（実際に２分から２分半で作業してい

た模様）。
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○12月14日（月）イスタンブール　ハイデルパシャ港視察10：30～

　説明：MＥＭＩＮ ＣＡＫＩＣＡ（ＤＬＨ　Director：第４建設局）

　12ある建設局のうちの４番目で６つの現場を持っている。

（局の中で港湾は１つのセクションが担当）

　管轄：アジア側のBar t i nから Ba n d ir m aまでとヨーロッパ側のテラス地域（鉄道、港湾）

　職員180人（そのうち、本局65人）

　主なプロジェクトは３つ

　①　フィリオス港：ガーミッシュ（鉄鋼会社）

　②　マ ル マ ラ 港：ＪＩＣＡの調査が終了した。

　③　デリンジェ港のコンテナターミナル：アンカ、ＰＱ（オーストラリアの海運会社）

　ＢＯＴについてこのＯＦＦＩＣＥの役割

　　設計から建設までに関するチェック（まだスタートしていない）。

　　誰がマルマラ新港を建設しているか よくわからない
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○12月14日（月）　ＴＣＤＤ

　説明：　Mr. APAYDIN（Director）

　施設：ガントリークレーン４基　２基は２年前メリシンから移設

　　　　トランステーナー９基（トップリフト30）

　　　　これらオペレーターはＴＣＤＤの職員

　職員：デスク900人、ワーカー300人

　クレーンの重さによる沈下がおきており杭を打設

　ハイデルパシャ港の新規プロジェクト：特になし

　コンテナ貨物増に対する問題点：特に問題視していない

　　　　　　　　　　　　　　　　一般貨物は減少しコンテナが増えている。

　　　　　　　　　　　　　　　　一般貨物は別の港の会社に逃げている。

　　　　　　　　　　　　　　　　インランドデポ（４千TEU）を港から５km離れた場所にもっ

　　　　　　　　　　　　　　　　ている（２年前）。

　コンテナ取り扱い量の計算はＴＣＤＤの本部が行っている。

　Vanningは一般貨物エリアで行うか荷主に直接送る。
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○12月14日（月）14：00～15：00

　　ＴＤＩ Muzaffer AKKAYA  General Manager

    Capitain Saim OGUZULGEN Assistant General Manager

・イスタンブールの旅客では、小型船はＴＤＩ、大型船とフェリーがＴＣＤＤの２つの組織が管

理運営している。

・民営化は1995年に政府決定され、民営化庁がすべての手続きをしている。

・トルコ全体輸出入8,000万トンの内、外貿2,500万トンをＴＤＩの港の民営化した６港が扱っ

ている（ホパ、リゼ、ギレソン、テキルダ、オールド、シノップ）。

・マルマラ海のイスタンブールの旅客はＴＤＩが管理している。

・地中海ではアンタリアを民営化した（１か月前）。

・施設の所有はＴＤＩで25～30年の運営の権利を売る。

　機械は譲渡する。

　　民間会社は最初の２～３年間で権利を買い、制限以上の利益がでた場合はその分について折

半する。また、赤字がでた場合の補填はしない。

・会社の役員会（BOARD）はＴＤＩが役員でG o vern orが監査する。

・個人的には将来港全てを民営化すべきと思う。

・海運は、59％がＴＤＩで、49％が民間で行っている。

・沿岸海運について旅客はいらない。貨物は少しずつ増えている。

・カーフェリーはイスタンブールとイズミット湾での年間利用者数

　イスタンブール：8,000万人、イズミール：500万人

　イタリア航路もある。

・港の建設、運営は誰がどのようにやっているか明確にしてもらいたい。
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